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要 約 

本要約は、第 70 回国連総会に提出された原子放射線の影響に関する国連科学委員会に
よる国連総会報告書から抜粋したものである 1。  

[…] 
5. 総会に提出された 2013 年報告書（A/68/46）およびそれを実証する

詳細な科学的附属書 2に示されているような、2011 年東日本大震災後の原

子力事故による放射線被ばくのレベルと影響の評価の後、本委員会は、科

学文献での追加情報の発表に対応すべく、最新情報を常に入手できるよう

に追跡調査活動を行う手配をした。科学的附属書の公表前に、すでに相当

量の追加関連情報が公表または利用可能となっていた。国際的および国

家的主導のものを含み、新規資料は現在も発表されており、近い将来にわ

たり継続的に発表されるであろう 3。 

6. 本委員会は、評価を実施した時点から 2014 年末までの間に利用可

能になっていた多数の新規刊行物を特定し、このうち約 80 編を第 62 回国

連総会までの間に体系的に審査した。これら 80 編の刊行物のうち半数以

上は、本委員会が 2013 年報告書で示した主要な仮定のいずれかを裏付

けるものであった。さらなる解析または追加調査による確実な証拠が必要な

ものもあったが、報告書の主要な仮定に異議を唱えるものや、主な知見に

影響を与えるものはなかった。本委員会は、公になった新しい情報を特定

し体系的に評価する継続的な活動の一環として、すでに公表されている他

の刊行物を審査して、これらの刊行物が 2013 年報告書の結論にどのような

影響を与えているのかを評価し定期的に報告することとした。そして、得ら

れた知見に応じ、本委員会は適切な時期に報告書を更新する必要性を検

討することとした。

7. 本委員会は、本委員会が示した知見に関する議論に参加し、時には

2013 年報告書に対する批判を公表した組織および個人の皆様に感謝の

意を表す。判断や中立性が疑問視されている場合は、それらをもっと明確

にするために、これら批判の中で示されている主なテーマについての論評

について議論し理解を示した。また、本委員会は、報告書に示した知見に

関する議論を行うことが、透明性を保つための重要な要素であると考え、科

学フォーラム、公の場での対話等のアウトリーチ活動に携わった（セクション

6「アウトリーチ活動」参照）。 

8. 本委員会は、新たな科学文献のレビューの知見と批判に関する論評

を英語版および日本語版の非売品刊行物として出版するよう事務局に要

請した。

1 第 70 回総会公式記録、補足資料 No. 46 (A/70/46) 
2  国連刊行物、販売番号 E.14.IX.1. 
3  第 62回国連総会の時点で、国際原子力機関の「福島第一原子力発電所事故： 事務局長による

報告」という事故報告書は公表されておらず、現存する報告書のための本委員会による当該報告

書の評価は行われていなかった。
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I. 緒言 

1. 本委員会は、福島第一原子力発電所（福島第一原発）での 2011 年 3 月 11 日の

事故による公衆、作業者、ヒト以外の生物相の放射線被ばくを評価し、健康影響について

考察し、その知見を 2013 年 8 月の国連総会への年次報告書にて発表した 4。続いて、国

連は、本委員会が得た知見とその基盤となっている詳細な科学的附属書を 2014 年 4 月 2
日に発表した[U6]。 この刊行物（以下「2013 年福島報告書」という。）は、国連総会、各国

政府、科学界、日本のメディア、そして公衆に概ね肯定的に受け入れられた。

2. 本委員会の評価は、概して 2012 年 10 月末までに開示または公表された情報に

基づいて行った。その後、多くの追加関連情報が公表され、また、利用可能となったが、こ

の活発な動きは近い将来にわたって継続すると思われる。 このような進展は委員会による

評価の結果に影響を及ぼす可能性があるため（知見の確証、知見への異議、知見の向上

や、特定された研究ニーズへの対応貢献など）、本委員会では引き続き、最新情報に対応

し続ける予定である。これにより、本委員会は、知見を改善または更新する必要性につい

て、情報に基づいた決定を適時行うことができるようになる。本委員会は、新規資料の合理

的な科学的評価の提供は、(a) 事故の影響を受けた人々によるよりよい状況把握と、(b) 情
報提供に基づく意思決定に役立つと考える。

3. これらを背景に、本委員会は第 61 回年次会合（2014 年 7 月 21～25 日）において

「第 62 回年次会合（2015 年 6 月 1～5 日）で検討できるように、福島第一原発事故の放射

線影響に関する本委員会の評価に関する知見と結論の一部を更新してまとめるための追

跡調査活動のための[…]予備計画の提出」を行うよう事務局に要請していた。また、「事故

の追跡調査での新しい科学的進展を常に認識しておくための仕組みの速やかな構築」を

事務局に求めた。かかる仕組みは、事故の最新の評価を行うために特別に設けた体制に

拠るべきである。また、本委員会は、委員会が策定した作業プログラムの達成度合につい

て、毎年報告を行うよう事務局に要請した。

4. これに応じて、事務局は、追跡調査活動のプロジェクト計画を策定した。当該計画

は、その後本委員会の承認を得て、現在実施されている。このプロジェクトは 2 つの段階

で構成されている。第 1 段階では新たな情報の体系的かつ継続的な精査、第 2 段階では

2013 年福島報告書の適切な時期における更新である。第 1 段階の全体的な目標（少なく

とも 2016 年以降まで）は、「2013 年福島報告書の正式な更新（すなわち第 2 段階）を適切

なタイミングで開始することを念頭に、事故に関する新規刊行物および調査活動の進捗を

定期的に本委員会に通知するようにする」ことである。第１段階のより具体的な目的には以

下が含まれる。

(a) 公表された情報の収集・審査による、福島第一原発事故における全体的な放射線

被ばく状況の体系的レビューの継続

(b) 未解決の課題に関連した、主要な調査プロジェクトやプログラムの進捗状況および

計画情報の収集・評価

4 第 68 回国連総会公式記録、附属書 No. 46 および正誤表（A/68/46 および修正 1）。 
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(c) 2012 年 10 月以降に発表された情報と 2013 年福島報告書の間の不一致の速や

かな特定

(d) 2013 年福島報告書の更新において用いることを視野に入れた、状況の明確化を

狙いとした分析の適宜実施

(e) 2013 年福島報告書に関する質問や批判への対応 

(f) 本委員会の定期会合における上記の結果についての年次報告 

5. 本白書では、プロジェクト計画の初期の作業に関する進捗状況を説明し、本委員

会から国連総会に報告された知見を実証するための初回の追跡調査活動で得られた主

な成果を要約している。初回追跡調査活動は、主に上記の目的(a) および(e) に対処する

こと（すなわち新規情報の体系的な収集と審査）および 2013 年福島報告書に関する質問

や批判に対応することに限定された。この初期段階において選考・審査された新規情報は、

いくつかの例外を除き、査読のある英文学術誌に発表された文献に限定されている。今後

数年で、その範囲は福島第一原発事故に関連のある他の新規情報源、特に 2013 年福島

報告書の知見に影響を与える可能性がある情報源に拡張される予定である。この中には、

国連システム内の組織を含む各国の政府や国際政府機関により作成あるいは実施された

データ集、評価および報告が含まれる 5。 

6. 本白書は、新たな情報とそれらの 2013 年福島報告書への影響に関するダイジェ

スト（第 II～VIII 章に分かれて記載）および附録で構成されており、附録には、2013 年福

島報告書に対するいくつかの批判にあった広範なテーマに関する論評が述べられている。

さらに、要請を踏まえて、2013 年福島報告書を補足し主要な技術的問題に対応する技術

情報を提供するために、2 編の電子ファイルが作成された。最初のファイルには、[U6] の
附録 E（健康影響）で実施・報告された分析を実証する疫学調査のための検出力判定に

関する情報が含まれている。2 つ目のファイルには、日本における年間外部被ばくの等線

量マップの作成で用いられた基本的方法論およびデータを要約している。

II. 新規情報の評価

7. この初版のダイジェストで本委員会が分析した新規情報の範囲は、必然的ながら、

今後数年間に分析対象として見込まれる範囲よりも限定的であった。その理由は、まず、

対象となる最初の期間（2012 年 10 月から 2014 年 12 月までの 27 ヶ月）が、次版以後の

年刊ダイジェストで予測される期間（すなわち 12 ヶ月）を大きく上回っていたためである。

加えて、本報告書に係る評価作業は比較的短期間（3 ヶ月、次版以後では約 9 ヶ月を当

てられると期待される）で完了しなくてはならなかったことがある。この初版のダイジェストに

おいて、本委員会は、3 編の例外を除き、査読のある英文学術誌に発表された文献だけを

分析することとした。例外の 1 編は鳥類の分布に関する論文であり、書籍で発表されたも

のであった。これは、一部の科学的な議論の課題に関連性があるという理由で、分析に含

めた。その他の例外の 2 編は、作業者の線量再評価に関する厚生労働省（厚労省）の報

5 特に、福島県立医科大学の発表したデータと報告書（福島県の県民健康調査など）と国際原子力機関の

事故報告書（「福島第一原子力発電所事故：事務局長による報告」）は本委員会の第 62 回年次会合開催時

には公表されていなかった。
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告書および事故後の食品摂取量に関する査読のある和文学術誌に発表された刊行物で

あった。これら 2 編は、査読のある和文学術誌で公表された刊行物および日本の省庁また

は政府機関が発行した報告書の系統的な検索によって、2013 年福島報告書の仮定や知

見に有意な影響を与える可能性のある新規情報として特定された。

8. 本委員会は、本白書の目的に基づき、新規情報を特定、選考、審査するための体

系的なアプローチを策定して実践した。まず、委員会は、数百件の新規文献を特定した。

選考レビューおよびさらなる詳細な審査を受ける刊行物を選択するにあたり、特に以下が

考慮された。

− 刊行物が 2013 年福島報告書における仮定に対して重大な異議を唱えているかど

うか

− 2013 年福島報告書の結論に実質的な影響を与えているかどうか 

− 2013 年福島報告書で特定された研究ニーズに対応し得るものかどうか 

結果として、本ダイジェストは、2013 年福島報告書に対して有意に影響がある新規情報に

ほぼ集中的に焦点を当てており、福島第一原発事故のすべての関連情報の新たな概要

を提供することを目的としておらず、また、そのように解釈されるべきものではない。本ダイ

ジェストにおいて特定の刊行物に言及していないとしても、その価値または品質を反映し

ているわけではなく、単に 2013 年福島報告書に有意な影響があるとは考えられなかった

ことを示しているに過ぎない。

9. 各主題領域において、選考やさらに詳細な審査の対象となった刊行物数を表 1 に

示す。一部の主題領域（特に大気中への放出、拡散ならびに沈着およびヒト以外の生物

相における線量と影響）では、本委員会は、時間および情報源に対する制約から、関連の

可能性のある刊行物全てを選考・審査することはできなかった。本ダイジェストに含まれな

いものに関しては、次回のレビューに含める予定である。

10. 以下の章では、各主題領域の新たな情報源の主な選考・審査結果について順次

説明する。それぞれのケースで、2013 年福島報告書に記載されている主な仮定、知見、

研究ニーズの一部を簡潔に概説し、精査した新たな情報源に特に関連性のある内容を強
調している。その後に、審査結果の要約、および 2013 年福島報告書と追跡調査活動の

双方への影響に関する結論を記載している。最後に、第 9 章では、この初版のダイジェス

トにおける総括的な結論を示しており、2013 年福島報告書の仮定・知見に異議を唱える

（または、さらなる分析によって異議を唱える可能性がある）新たな情報源、あるいは特定さ

れた研究ニーズに対応する寄与が有意であると判断された新規の情報源を概要した表を

掲載している。
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表 1. 選考あるいは審査対象となった主題領域別の新情報源数 

主題領域 選考対象 審査対象 

大気中への放出、拡散および沈着 126a 12b 

水域への放出、
c 拡散および沈着 43 18 

公衆の線量 17 12 

作業者の線量 26 7 

作業者と公衆における健康影響 24 10 

ヒト以外の生物相における線量と影響 61d 20e 

a さらなる情報源 16 編の選考結果に関してはダイジェスト第 2 版で報告する予定。 
b これら新たな情報源は、2013 年福島報告書の仮定および知見に及ぼす潜在的影響を考慮して審査のために選定したものである。

審査対象として選考された残りの情報源に関する審査結果は、ダイジェスト第 2 版で報告する。 
c 考察対象は、海洋環境への放出とその後の拡散に関する情報に限定した。放射性核種の淡水系への移行や淡水系内での拡散に

関しては、当該水源または経路が放射性核種の海洋環境への継続的放出に及ぼす寄与以外（例えば集水域からの流出水による

もの）は、本レビューの考察対象から除外した。
d さらなる情報源 29 編の審査結果に関してはダイジェスト第 2 版で報告する予定。 
e これら新たな情報源は、2013 年福島報告書の仮定および知見に及ぼす潜在的影響を考慮して審査のために選定したものである。

審査対象として選考された残りの情報源についての審査結果は、ダイジェスト第 2 版で報告する。 

III. 放射性核種の大気中への放出、拡散、沈着に関する更新情報

A. 2013 年福島報告書の要約 

11. 本委員会は、131I および 137Cs（人間と環境の被ばくという観点から最も重要な 2 つ

の放射性核種）の大気中への総放出量推定値の再検討を行っている。これらの推定値の

範囲は概ね、131I で 100～500 ペタベクレル(PBq)、137Cs で 6～20PBq であった。公表され

た推定値の平均は、それぞれ、チェルノブイリ原発事故で推定された大気中への放出の

約 10%および 20%であった。多くの場合、気象条件により、大気中に放出された放射性

物質は日本の本州上で拡散し、放射性核種が(a) 乾性沈着と(b) 雨および雪に伴う湿性

沈着により地表に沈着した。主な沈着は福島第一原発の北西で生じたが、同サイトの北側、

南側、西側でも有意な沈着が発生した。

12. 本委員会は通常、外部被ばくおよび吸入による公衆の被ばく線量を推定する基準

として、放射性核種の沈着密度の測定値を使用している。ただし、被ばく当時の測定デー

タを利用できず（避難者など）、データ取得時期を逸した場合の線量を推定するために、

本委員会は、環境でのレベルおよびその結果として生じる人々の被ばく線量の推定に、

適切な大気輸送・拡散・沈着モデル計算（ATDM）解析とともにソースターム（放出速度の

時間的パターンを含む）の推定値を使用する必要があった。本委員会は、この目的のため

に、公表されているソースタームを選択している [T4]。このソースタームでは、放射線影響

学的に主要な放射性核種、131I および 137Cs の放出量は、それぞれ 120PBq および

8.8PBq であった。これらは、公表されていた推定値の範囲では下限に近く、総放出量を過

小評価している可能性があるが、本委員会は、このソースタームが日本の陸域での拡散の

結果として生じた線量を推定するには最も適切なものであると考えている。（[U6]段落 B15
～B16 参照）。 
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B. 新規刊行物レビューの知見

13. 審査の結果、本委員会は、特に以下の点を認識した。

(a) 審査した 12 編の刊行物のうち、実質的に 2013 年福島報告書の主要な知見に影

響を与えたり、主要な仮定に異議を唱えたりするものはなく、5 編では 2013 年福島

報告書における仮定の全体またはその一部を確証している。

(b) 複数の刊行物 [A1, C1, K4, W3] で、逆モデル計算（インバース/リバースモデリング）

を妥当に適用し、[U6] の仮定を確認するソースタームを再構成できると実証してい

る。

(c) 放出された 137Cs、131I、および 133Xe の合計量の新たな推定値[A1, C1, K4, W3, 
Z1]は、[U6] で用いている範囲の下限近くである傾向はあったが、範囲は概ね合

致している。

(d) 放出の時間的パターンに関するより詳細な情報が報告されている [K4, W3]。この

新規情報は、新たなデータセット（線量率や高時間分解能による空気中の 137Cs 濃
度に関する新規データなど [T12]）を考慮し、逆モデル計算を用いた結果である。 

(e) 環境中のテルル、ヨウ素、セシウムの各同位体以外の放射性核種の濃度を調査し

た新たな研究が数編公表され、他の放射性核種は住民の被ばくに有意に寄与し

ないという [U6] の仮定を確認している [H8, S3, T5, Z1]。 

(f) 揮発性の低い核燃料物質および放射性核種が放出に含まれておらず、したがっ

て、環境中にも存在しないことが確認されている [S3, T5, Z1]。 

(g) 2013 年福島報告書 [U6]において、福島第一原発の南側にある海岸沿いの狭い

地域では 137Cs に対する 131Iの割合が有意に上昇しているとされていたところ、この

知見が確認されている [H8]。また、この地域では 135Cs/137Cs の比率も異なっている

ことが言及されている [Z1]。 

(h) １編の研究 [Z1] では、セシウムとプルトニウムの種々同位体の比率に基づき、総放

出量には主として第 2 号機原子炉からの放出が寄与したと特定している。 

14. 2013 年福島報告書 [U6] では、本委員会は、測定値が利用不可能、あるいは、も

はや測定不能である環境中の放射性核種濃度の推定に、Terada et al. [T4] のソースター

ムを用いていた。このソースタームは、日本原子力研究開発機構（原子力機構）の研究者

グループによる一連の推定値（で当時利用可能なもの）のうち最新のものから 2 つ目であり、

各値は直前の推定値を精緻化したものであった。Katata et al. [K4] はこの一連の推定値

で最新のものであり、改善された大気輸送・拡散・沈着モデルとともに、環境中の放射線量

または放射線核種の測定濃度に関する新たな情報を用いて導き出された。Katata et al.の
推定した 131Iおよび 137Cs の総放出量は、Terada et al. による先の推定値 120PBq および

8.8PBq と比較すると、それぞれ 151PBq および 14.5PBq であった。[U6] に記載されている

放出量範囲（131I は 100PBq～500PBq、137Cs は 6PBq～20PBq）を考えると、総放出量に

おけるこれらの差異は比較的小さいが、特定の期間においては、より大きい差異（1 桁以

上）がある。
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C. 新規刊行物がもたらし得る影響

15. 本委員会は、[U6] で使用されているソースターム推定値の精緻化に注目している。

そのため、さらなる評価または評価の更新において、本委員会は、最新の推定値を優先し

て（一貫性のある ATDM とともに）使用するよう推奨したいと考える。しかしながら、本委員

会は、この最新のソースタームの推定を用いることにより、 [U6] で推定された線量が有意

に変更されるとは予測していない。ただし、避難者の線量推定値は例外である可能性はあ

る（[U6] 段落 B16 参照）。避難者の推定線量に及ぼす影響は、人々が被ばくした可能性

のある避難前および避難中の期間にわたる、Terada et al. [T4] と Katata et al. [K4] のソー

スターム推定値間の詳細な差異に左右されるであろう（第 5 章参照）。 

16. 本委員会は、以下の特定分野での調査が、2013 年福島報告書で特定されたニー

ズ対策に、より大きく寄与する可能性が高いと確認した。

(a) ATDM およびグリッドサイズの効果で使用される湿性沈着スキームのさらなる徹底

調査

(b) 利用可能なあらゆる測定データを利用してソースタームを推定する逆モデル計算

（特に最近なって利用可能になった、浮遊粒子状物質の監視器具のフィルターテープ

から得られた空気中の 137Cs 毎時濃度 [T12]） 

IV. 放射性核種の水域への放出、拡散、沈着に関する更新情報

A. 2013 年福島報告書の要約 

17. 本委員会は、福島第一原発から海洋への直接排出および放出の大部分が事故直

後 1 ヶ月間に発生しており、その後の継続的な放出が本委員会による公衆の線量評価に

有意に影響した可能性は低いとの結論に達している。また、主に三次元モデル計算を用

いて導出された推定値に基づき、かかる直接的放出は 131I が約 10PBq～20PBq、137Cs が
3PBq～6PBq であったと結論している。さらに、本委員会は、大気からの沈着による海洋へ

の放出は、131Iが約 60PBq～100PBq、137Cs が 5PBq～8PBq であり、福島第一原発から半

径 80km 圏内に沈着した割合は小さいと認識していた。本委員会は、福島第一原発サイト

付近の海水中の 137Cs 測定濃度は、2011 年 4 月 7 日に最高値 68,000Bq/L が記録されて

以降、急速に減少し、4 月末には、概して 200Bq/L を下回り、その後、減少率は大きく低

下したと結論付けている。海岸から離れるに従い濃度は急速に低下し、福島第一原発から

15km および 30km の沖合では、それぞれ福島第一原発近傍域の濃度の約 1/100 および

1/1,000 であった。堆積物中の 137Cs 測定濃度は、非常に高い福島第一原発の港湾内を

除くと、乾燥堆積物中では一般的に 10Bq/kg から 1000Bq/kg の範囲であった。 

18. 2013 年福島報告書 [U6] が纏められた当時、放射能を帯びた水は、まだサイトで

漏洩しており、地下水が放射性核種を水域環境に輸送していた。また、さらに、本委員会

は、有意な量の核分裂生成物および放射化生成物.が原子炉およびタービン建屋の地下

にある滞留水に存在すると認識していた。科学的調査における主要な優先事項は、水域

環境への漏洩と放出の特性に関する評価の改善、およびこれら放出の長期的な輸送と混

合の予測および定量化であると本委員会は特定している。
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B. 新規刊行物のレビューで得られた知見

19. 審査された 18 編 6の刊行物のうち、2013 年福島報告書の主要な知見に実質的に

影響を与えたり、主要な仮定に異議を唱えたりするものはなかった。複数の刊行物は特定

された研究ニーズに対応しており、その寄与については以下の段落で要約している。

20. 海洋環境への直接排出および放出の推定値および大気からの沈着による間接的

な流入の推定値については、最近の刊行物においても有意に異なる記述は見られない。

Kanda [K3] は、2011 年 6 月から 2012 年 9 月までの 137Cs の継続的な総放出量は 20TBq
であり、2011 年 6 月よりも前の総放出量の 1%未満であると推定している。Tsumune et al. 
[T11] は、大気拡散モデル計算でこの期間を制約する利用可能な測定値がないため、大

気から海洋表面への沈着が過小評価されている可能性があると示唆している。Bu et al. 
[B7] は、福島第一原発に起因しうる濃度が海底堆積物中に検出されなかったため、プル

トニウム同位体の海洋環境への放出は無視できると考察している。

21. 海水中での放射性核種の拡散を取り扱った論文の中で、放射性核種の濃度が福

島第一原発の比較的近傍域以外では非常に低かったという一般的な知見に異議を唱える

ものはない。一方で、これらの論文は、空間的および時間的な拡散規模をさらに明確化す

ることを可能にする。このことは特に沿岸水域に当てはまり、Oikawa et al. [O2] は、当初高

い検出限界値が報告されていた同水域における文部科学省（文科省）のデータセットの再

分析に大きな努力を払った。そして、福島第一原発から半径 30km 圏外のほとんどのサン

プルの濃度は、当初、検出不能（6Bq/L～9Bq/L 未満）として報告されていたが、新たなより

感度の高い分析では、表面、中間部、および底部における 137Cs の濃度のばらつきが特定

明らかになり、検出可能なレベルとして 0.1mBq/L～1mBq/L の範囲にあることが分かった。

これは恐らく、海洋の物理的プロセスにより、（2011 年の）春から冬にかけて 137Cs が下方向

へ輸送されたこと示している。より一般的には、当初の報告通り、海水中の 137Cs 濃度が経

時的に急速に低下していることが観察とモデル計算により示され、事故直後 1 年間では、

直接排出および放出に関連した濃度が事故前のレベルよりも有意に高かったのは、福島

第一原発周辺の沿岸部のみであった[T11]。より大きな規模では、数値計算モデルにより、

海水中の 137Cs の濃度が事故から 2 年半後に事故前のレベルまで下がっていたことが示さ

れた [K7]。当初の測定は主に海洋表面に限られており、放出された放射性核種の大部分

が黒潮により東方に拡散したことを示唆しているが、水深 100m～500m の観察により、かな

りの量のセシウムが南方へ移行したことが特定された [K1, K10]。 

22. 広範な堆積物コアの解析結果から、海洋堆積物に含まれる 137Cs のインベントリは

福島第一原発周辺の沿岸地域では 38TBq から 200TBq と推定され [B4, K12, O3]、これ
は総放出量の約 1%に相当する。また、水深 150m より浅い海底では、137Cs が堆積物に

0.14m (14 cm)を上回る深さで浸透していることが判明した。堆積物中の 137Cs の空間的分

布には、いくつかの要因が作用していると考えられる。第一に、福島第一原発から 3km 圏

6 この初版にあるレビューでは、海洋への放出と沈着および海洋中での拡散を取り扱った刊行物のみが検討

された。放射性核種の淡水への輸送および淡水中での拡散（集水区域からの流出など）を取り扱う刊行物は

増えており、当該移行および拡散は F-TRACE プログラム（福島長期環境動態研究）の重要な要素である 
[I1]。本委員会は、当該分野の新たな知見によって 2013 年福島報告書の主な結論に異議が唱えられるとは

予測していないが、当該分野での継続的な調査の重要性と将来の環境修復活動の影響の可能性を否定す

るものではなく、引き続きこの分野での進展を注視していく。
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内においては、同原発からの距離が影響として卓越していた。3km を超す区域では、
137Cs のインベントリ [B4] と表面濃度 [A2] に対して、堆積物の粒子の大きさが関係する

（粒子の細かい堆積物ほど数値が高くなる）と考えられた。低解像度のサンプリングに基づ

くこの仮定は、小規模（1m から 100m）の堆積物に含まれる 137Cs 濃度が極めて不均一で

あって突出した最高値が 5,000Bq/kg を上回ることを示した、高解像度の測定結果[T6]に
より調整する必要がある。

23. 台風などの異常気象事象により、河川流域から沿岸域への堆積物の排出に伴って

多くの量の放射性核種が移行する可能性がある。観察結果 [Y2] から、福島第一原発から

の沈着の影響を受けた最大河川（阿武隈川流域）では、2011 年 8 月から 2012 年 5 月まで

の期間に約 5TBq の 137Cs が排出されたことが判明した（集水流域に降下した総沈着量の

約 1%）。Yamashiki et al. [Y2] は、この 10 ヶ月間の移行量の 61%は、台風 15 号（ロウキー）

の通過に伴い、8 日間で発生したと推定している。このような堆積物が、主に河口に集中し

ている海底堆積物での 137Cs の濃度上昇の要因となった。 

C. 新規刊行物がもたらし得る影響

24. 本委員会は、2013 年福島報告書の当該分野における知見は現在も有効であり、そ

れ以降に発表された新規情報の影響をほとんど受けていないとの結論に達した。 より深い

海水中でセシウムの南方への移行が観察されたことにより、黒潮による障壁が、当初考えら

れていたほど有意なものではないことが示唆された。本委員会は、海洋環境における放射

性核種の放出とその後の拡散に関する理解を深める上で貢献すると思われる複数の刊行

物に注目した。

V. 公衆の被ばく線量評価に関する更新情報 

A. 2013 年福島報告書の要約 

25. 本委員会の目的は、日本人の異なる小集団を代表すると考えられる、範囲を限定

した個人グループについての線量の現実的な推定値を示すことであった。外部被ばくによ

る公衆の被ばく線量を評価するために、本委員会は、チェルノブイリ事故後のヨーロッパで

の調査研究から導出されたパラメータ値を含み、事故の影響を受けたロシアのブリャンスク

地方で熱ルミネッセンス線量計により測定された多数の個人線量値を用いて検証された

計算モデルを採用した。本委員会は 2013 年福島報告書において、これらのモデルを日

本の行政区画または都道府県における放射性核種の人口平均沈着密度と併せて使用し

ているが、この平均密度は、放射性核種沈着密度の測定値を 2010 年国勢調査に基づく

日本の異なる人口グループの年齢構成および典型的な職業要素に関するデータと組み

合わせて導き出されたものである。

26. 内部被ばくによる公衆の被ばく線量評価において、本委員会は、2 つの被ばく経

路、吸入および経口摂取を考慮している。吸入による被ばくについては、通過中の放射性

プルームの放射性核種のみに基づいて評価し、その後の再浮遊放射性核種の吸入は有

意に寄与していないと考えている。通過中のプルームの放射性核種の吸入による被ばく

は、空気中の放射性核種の濃度と、仮定したソースタームおよび大気輸送・拡散・沈着モ
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デルを用いて導出した沈着密度レベルとの比率に基づいて、沈着密度の測定値から推定

している。

27. 事故直後 1 年間における食品および飲料水中の放射性核種の摂取量は、福島県

および他の都道府県が実施した食品と飲料水の測定値のデータベースを用いて評価して

いる。このデータベースには、食品の検査を目的として行われた多数の測定値が含まれて

いたため、サンプリングに関していくらかの偏りがあった。放射能レベルが上昇している可

能性の高いサンプルが選択されている傾向が強かったのである。しかしながら、2013 年福

島報告書の作成時には、他の食品測定値は入手不能であった。

28. その後数年間、認定されたヨーロッパのモデル、FARMLAND [B6] の修正版が、

現代日本の状況および農業活動に合わせて一部の移行係数を調節し、陸圏の食物連鎖

を通じた放射性核種の移行の推定に適用されている。このモデルは、日本の行政区画ま

た都道府県における放射性核種の人口平均沈着密度に関する入力データと組み合わせ

て用いられている。

29. 避難地域では、環境中の放射性核種濃度の測定値を用いることはできなかったが、

避難地域の住民に関して、本委員会は、大気への放出に関して想定したソースタームお

よび ATDM を用いて、環境中の放射性核種の経時濃度変化を推定している。その後、ア

ンケート調査の結果から導いた住民の移動を示す代表的なシナリオを適用し、避難前、避

難中、避難後の期間の外部被ばくによる線量および吸入による線量が推定されている。

30. ホールボディカウンタ（WBC）や甲状腺測定といった人体内の放射性核種測定は、

内部被ばくに関する直接的な情報源となる。しかしながら、2013 年福島報告書の作成時

における甲状腺測定数は限定的（約 1,100 名）であり、これらのデータは、いくつかの集落

においてモデル計算された甲状腺の線量を確証するためにのみ利用可能であった。加え

て、本委員会が WBC 測定のデータの利用できるようになったのは、報告書作成の最終段

階になってからであり、包括的なデータ解析は可能ではなかった。そうした状況ではあった

が、本委員会により、人の測定に基づく内部被ばく線量の評価が一部行われ、2013 年福

島報告書に掲載された（[U6] 段落 116～118 参照）。 

B. 新規刊行物のレビューで得られた知見

31. 審査された 12 編の刊行物のうち、2013 年福島報告書の主要な知見に実質的な影

響を与えるものはなく、10 編は 2013 年福島報告書の主要な仮定の全体または一部を確認

している。

1. 外部被ばく

32. 公衆の外部被ばくについて、Harada et al. [H1]、Ishii et al. [I6]、Koike et al. [K8]、
Nagataki et al. [N1]、Takahara et al. [T2] により独自の考察が成されている。 

33. Harada et al. [H1] は、屋外での被ばく線量率（沈着した放射性核種の周辺線量当

量率）および個人の被ばく線量率（外部被ばくに対する個人線量当量率）の間の相関関係

を例示し、これを使用してグループおよび個人の線量を復元し、外部被ばくによる線量測

定値を検証できる可能性があるとしている（図 I参照）。 
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34. 1000 名を超える児童・生徒の 2 年に亘る外部被ばくを対象とした、光刺激ルミネッ

センス線量計（OSLD）による大規模な一連の個人線量測定値が、今後 10 年間の線量予

測と共に、Koike et al. [K8] により提示されている。本委員会は、較正とデータの統計処理

に関しては多少の懸念を持つが、これらの測定値は、2013 年福島報告書に記されていた

三春町の外部被ばくによる線量測定値と良く一致している。

35. 2011 年～2013 年初頭までに日本の専門家が個人的に実施した測定または聞き取

り調査に基づいて個人の外部被ばく線量の推定値を再検討した結果が、Nagataki et al. 
[N1]により報告されている。論文で報告されたデータと、2013 年福島報告書で用いたデー

タには合理的な一致がみられ、報告書の仮定を支持している。この種のデータは、個人の

線量の復元ならびに疫学的調査および線量評価の全国的なモデルの改善に有用となる

可能性を有している。

36. Takahara et al. [T2] は、2012 年初頭に実施された測定に基づき、線量評価に用い

る確率論的モデルの構築について報告している。彼らは、屋内・屋外作業者や年金生活

者など様々な人口グループの行動パターンの調査と、500 人に対する周辺線量当量率お

よび月間線量の測定により、福島県住民の外部被ばく線量を解析した。この論文は、外部

被ばくによる線量推定のモデルパラメータの独立した評価と、評価結果の検証の双方に

貢献している。また、部分的にではあるが、2013 年福島報告書で用いたモデルパラメータ

の妥当性についても確認している。

37. 本委員会は、多くの分野で、外部被ばくによる線量推定値の質と信頼性の向上に

寄与すると考えられる相当の進捗を認めた。これには、 外部被ばくパターンの一層の明確

化、個人を対象とした測定値による線量推定値の検証、外部被ばくによる線量推定に用

いる日本独自の確率論的モデルの構築などが含まれる。一方、本委員会は、他の分野、

すなわち、環境中における放射性セシウムの移行、日本の建造物に係る防護パラメータの

決定、都市部の除染効果の評価、居住地域での長期的な線量率測定などの分野では入

手できる新規情報がほとんどない（少なくとも査読のある刊行物では報告されていない）と

認識している。



UNSCEAR2013年報告書刊行後の進展 11 

図 I. 沈着した放射性核種による屋外における周辺線量当量率と個人線量当量率の相関関係

書き込まれた線は、y = 0.0403 + 0.4534x; r = 0.6274, p < 0.0001の場合の関係に相当する 

2. 内部被ばく

38. 公衆の内部被ばくについては、Harada et al. [H1]、Hayano et al. [H3]、Ishii et al.
[I6]、Matsuda et al. [M1]、Nagataki et al. [N1]、Sato et al. [S2]、Torii et al. [T7] によって独

自の考察がなされている。また、一部の関連する情報が、Hirakawa et al. [H5] および

Tsubokura et al. [T9] によって提示されている。 

39. 2 つの論文 [H3, M1]では、初期のホールボディカウンタ（WBC）の測定値に焦点を

当てることにより、放射性セシウムの初期の吸入や経口摂取による内部被ばく線量につい

て最も信頼性の高い遡及的評価（図 II参照）を行っている。Hayano et al. [H3] の提示した

結果については、使用された方法論と仮定により、一部不確かさが付随することに注意を

要する。本委員会は、WBC の測定データが経口摂取によるものであろうと吸入によるもの

であろうと、データを初期の短期摂取を想定した預託実効線量に変換した。それに基づい

て計算された放射性セシウムの内部被ばく線量は、食品中の測定および吸入モデル計算

に関するデータベースを用いた 2013 年福島報告書の推定値よりも約 1/3 の低さであった。 

40. Nagataki et al. [N1] のレビュー論文にも、その後の期間（ほとんどは 2012 年）の福

島県住民の内部被ばくの実効線量が低いことを示唆する WBC 測定値に関するデータが

見られる。
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図II. 放射性セシウムの早期摂取を想定して福島第一原発事故の110～140日後に実施されたWBC測定に

基づく南相馬市の成人住民に対する推定預託実効線量 [H3] 

41. Harada et al. [H1] は、福島第一原発の 20km～50km 圏内の 3 区域の住民につい

て、2012 年夏期の放射性セシウムの経口摂取（再現した食事内容の解析に基づく）と吸入

（空気中のちりの分析に基づく）による取り込みが原因となる内部被ばく線量を推定してい

る。その結果は、2012 年夏期の内部被ばくによる線量が、個人用 OSLD により測定された

外部被ばくによる線量よりも 2 桁低かったことを例示している。また、再浮遊物質の吸入に

よる内部被ばくの線量推定値は、経口摂取によるものよりも 2 桁低いものであった。 

42. Sato et al. [S2]が 200 家族から収集した再現した食事内容の分析により、2011 年

～2012 年冬期および 2012 年における福島県住民の放射性セシウムの経口摂取率が低

かったことが検証されている。ただし、サンプリングと使用された測定手順の詳細は明らか

になっていない。解析対象となった食事 200 食のうち、平均濃度が 1Bq/kg を上回ると判

明したのは 12 食のみであった。食品中の放射性セシウム濃度の最も高い測定値に基づく

場合でも、評価した経口摂取による年間実効線量は 0.1mSv を下回っていた。 

43. Hirakawa et al. [H5] は、自治体職員からの聞き取り調査による情報および原発事故

直後の数週間における福島県内の食品と飲料水の摂取禁止に関する一連の政府文書をま

とめている。同著者らは、事故直後の数週間の状態を明らかにし、20km 圏内からの初期の

避難者は、避難前および避難中に保存食または事故の影響を受けていない地域からの供

給品を提供されていたため、生鮮食品を摂取した可能性が低いことを確認している。ただし、

飲料水の測定が開始される前に水道水と河川の水が摂取されていた点に注意が必要であ

る。さらに、同著者らは、福島県内の市場で、地産品が占める割合は約 15%～30%であるこ

とを確認しており、これは事故直後 1 年間の経口摂取による線量推定に関して 2013 年福

島報告書で想定された 25%という数値に一致している。 
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44. 本委員会は、多くの分野で、内部被ばくによる線量推定値の質と信頼性の向上に

寄与すると思われる相当の進捗を認めた。これには、 内部被ばくパターンの一層の明確

化、個人 WBC 測定による線量測定値の検証、経口摂取および再浮遊放射性核種の吸入

による内部被ばく線量が外部被ばく線量よりもかなり小さいことの確認などが挙げられる。一

方、本委員会は、内部被ばくによる線量推定値の質と信頼性を向上させる可能性のある

他の分野、例えば、多様な食品（農産物・天然）および主食類中の放射性セシウム濃度の

動的な変化、内部被ばく線量評価のための決定論的モデルおよび確率論的モデルの構

築などの分野では、入手できる新規情報がほとんどない（少なくとも査読のある刊行物では

報告されていない）と認識している。

図 III. 2012 年の相馬市玉野地区成人住民の外部被ばく、および経口摂取ならびに再浮遊物質の吸入に

よる内部被ばくからの年間実効線量の累積確率分布図 [H1] 

3. 対策（初期・中期）

45. 本委員会はこれまでに、汚染された地域における対策や環境修復の線量への効

果に関して査読のある英文の刊行物を見つけていない。関連の可能性のある複数の日本

語の刊行物を特定したが、時間と資源の制約により、本ダイジェストのためにこれらを翻訳

して審査することは叶わなかった。次のダイジェストでは、これらの情報が含まれることが期

待される。2013 年福島報告書に記載されている線量推定値は、沈着した放射性核種に対

する外部被ばくによる線量および食品の摂取による内部被ばく線量を低減するための長

期的な環境修復措置を考慮に入れていない。したがって、既に実際に受けた線量または

将来に受ける可能性のある実際の被ばく線量よりも、過大に評価されている可能性がある。

線量率の測定は、避難区域内の除染特別地域にある集落の除染前後に実施されている

が、その測定値は査読付き文献ではまだ報告されていない。これらのデータ、またはその

査読付き文献中の刊行物が利用可能となれば、2013 年福島報告書の線量推定値の質と

信頼性の向上が可能となるであろう。同様に、農業環境における修復措置の範囲および

放射性核種の食品への移行に及ぼす影響に関する情報は、経口摂取による線量の推定

の信頼性をさらに高めるであろう。
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C. 新規刊行物がもたらし得る影響

46. 本委員会は、2013 年福島報告書の当該分野における知見は現在も有効であり、

それ以降に発表された新規情報の影響をほとんど受けていないとの結論に達した。さらに、

全身測定の結果により、食品中の放射性核種の経口摂取による実効線量は実際には食

品測定のデータベースを用いた論理的な推定値（および 2013 年福島報告書で全般的に

報告されている推定値）よりもかなり低かった可能性があるという、（当時利用可能であった

より限定的な測定値に基づく）2013 年福島報告書にある記述の信頼性が増したと言える。

また、復元した食事の調査に基づく分析も、記述内容を支持している。新規刊行物の大部

分が、特に以下の点において、2013 年福島報告書の想定および知見を広く支持あるいは

確認している。

(a) 日本の公衆の被ばく線量は、2013 年福島報告書で予測されていたように、2011 年

以降は有意に減少した。

(b) 食品に含まれる放射性核種の継続的な摂取による内部被ばくからの総実効線量

への寄与は小さく、再浮遊した放射性セシウムの吸入からの被ばくへの寄与はごくわ

ずかである。

(c) 個人線量計で測定された外部被ばく線量、または線量率の測定および個人の聞き

取り調査から推定した線量は、2013 年福島報告書で報告された情報と基本的に合致

している。

47. 本委員会は、以下の特定分野での調査が 2013 年福島報告書で確認された研究

ニーズへの対応に最も大きく寄与する可能性が高いと特定した。

(a) 都市部、農業および林業環境における放射性セシウムの移行および様々な食品

（農産物・天然）への移行に関する調査の継続

(b) 線量の地域モデルおよび全国モデルで必要なパラメータ値（例えば、建物の防護

パラメータ、年齢および社会グループの関数として様々なタイプの建物および異なる

時季に屋外および屋内で過ごした時間、栽培食物および野生食物の流通システムや

消費習慣に関するパラメータなど）の決定

48. 本委員会は、第 III 章において、大気への放出に関するソースタームの新しい推

定値とそれが 2013 年福島報告書で示された避難者の線量評価へ及ぼし得る影響につい

て述べた。もし日本の当局が、一貫性のある気象学的データと ATDM と共に、その新規ソ

ースタームを用いた避難民の被ばく線量の詳細な評価および避難したコミュニティの住民

の移動と行動の詳細な分析を実施するならば、有益であるだろう。

VI. 作業者の線量評価に関する更新情報

A. 2013 年福島報告書の要約 

49. 本委員会の作業の主な目的は、日本で報告された作業者の個人線量値が実際に

作業者が受けた線量をどの程度正しく信頼できる数値として提供しているか、そして、報告
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された線量に基づいて、健康に及ぼす影響についてどの程度信頼できる論評ができたの

かを判定することであった。2012 年 10 月末までに、東京電力（東電）は、福島第一原発の

2 万 5000 名の作業者（そのほとんどは協力企業の従業員であった）の線量に関する統計

学的データを報告していた。東電の報告によると、事故直後 19 ヶ月間の福島第一原発作

業者の平均実効線量は約 10mSv であった。作業者の約 34%が、この期間中、10mSv を

超える実効線量を受けており、作業者の 0.7%（173 名に相当）は 100mSv を上回る実効線

量を受けていた。報告された実行線量の最高値は東電社員の 679mSv であり、この社員

は内部被ばくによる預託実効線量も、報告された値の内で最も高かった（590mSv）。数百

名の緊急時対応作業従事者の線量統計情報は別途報告されている。

50. 本委員会が独自に実施した、内部被ばくによる預託実効線量が 100mSv を上回る

（計 13 名の作業者の内）12 名の作業者を対象にした線量評価の結果、当該作業者が
131I吸入により 2Gy～12Gyの甲状腺吸収線量を受けたことが確認されている。 

51. 内部被ばくの線量評価値がより低い、さらに多くの作業者についての内部被ばく評

価の信頼性は、作業者の無作為抽出サンプルについて独立した評価を行うことで確認さ

れている。

52. 本委員会は、体内に 131I が検出された作業者について、東電が報告した評価の信

頼性を確認している。しかしながら、ほとんどの作業者の場合、甲状腺内 131I の計測は

2011 年 5 月中旬から下旬になるまで開始されず、この遅延により多くの場合で 131I はもは

や検出されなかった。同じ理由から、半減期のより短い放射性核種（132Te、133I など）の摂取

による内部被ばくへの寄与についても確実に評価できていない。本委員会は、体内で 131I
が検出されなかった作業員について東電が報告した評価の信頼性の確認も、協力企業が

その作業者について報告した内部被ばく評価の信頼性も確認もできていない。

53. 本委員会は、外部被ばく評価の信頼性に影響を与える可能性のある主な要素は、

2011 年 3 月の電子式個人線量計の共有（多くの作業でチーム内の作業者 1 名のみが線

量計を着用していたこと）であったと判断している。

54. 本委員会は、作業者の眼の水晶体の線量評価を行うために必要な、ベータ線によ

る被ばくに関する十分な情報を得ていない。（[U6] 段落 143）。 

B. 新規刊行物のレビューで得られた知見

55. 審査された刊行物 7 編のうち、2 編は 2013 年福島報告書の主要な知見に実質的

な影響を与える可能性が（たとえ低いとしても）あり、7 編すべてが、報告書の主要な仮定

の 1 つまたは複数を何らかの形で検証した。 

56. Kurihara et al. [K11] は、560 名の福島第一原発作業者の甲状腺における 131I の
測定結果を報告しており、その預託実効線量推定値は 2013 年福島報告書に記載されて

いるものと一致している。

57. Suto et al.[S5] は、12 名の作業者の二動原体染色体分析の結果を提示している。

この成果は 2013 年福島報告書の作成時には公表されていなかったが、当時からその存

在は知られていた。その目的は、医療トリアージを実施し、選ばれた作業者向けに計画を
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立てることであった。提示された結果は、全身での吸収線量推定値が 12 名の作業者全員

で 300mGy を下回り、検査された作業者では急性放射線症の影響は予測されないことを

示している。

58. Naoi et al. [N3] は、自衛隊（SDF）の職員について、放射性セシウムへの外部被ば

くと内部被ばくによる線量を報告している。報告された外部被ばくと内部被ばくの線量は、

2013 年福島報告書で報告された数値と概ね一致している。 

59. Tsubokura et al. [T10] は、緊急作業者ではなく福島第一原発付近の村落で（2012年
の間）除染作業を行っていた作業者の 134Cs および 137Cs の体外計測の結果を初めて公表

した。全身で測定された 134Cs および 137Cs のレベルは、どのケースも 300Bq の検出限度未

満であり、同著者らは、これら結果があらゆる除染作業者を完全に代表するものではないが、

放射性物質の再浮遊による放射性核種の摂取は最低限に抑えられたと結論付けている。

60. Yasui [Y4] は、2013 年 7 月に実施された作業者の線量再評価について報告して

いる。本委員会は、2013 年福島報告書の時点でこの再評価の存在を知っていたが、当時

これを完全に考察に含めることはできなかった。線量評価に採用した方法の違いから、東

電の評価した内部被ばくによる線量と、東電の協力企業が評価した当該線量の間には有

意な不一致があったため、再評価の必要性が生じた。このような不一致から、使用すべき

基準方法について厚労省より、新たな指針が出されることとなり、数百名の作業者の預託

実効線量が見直されることとなった。Yasui [Y4] は、この再評価の結果、預託実効線量

（内部被ばくおよび外部被ばくによるもの）7 が 50mSv～100mSv および 100mSv を上回る

範囲の線量を受けたと判明した作業者人数は数パーセント上昇したと報告している。また、

Yasui [Y4] は、著者が指定した基準方法は、短半減期の放射性核種、132Iおよび 132Te の
寄与を適切に説明する上で、十分満足のいくものであると厚労省が考えていると報告して

いる。厚労省は、不確かさを鑑みて、預託実効線量に対する 132Te の寄与は、131I からの

寄与の約 10%と推定している。2013 年報告書では、本委員会は短半減期の放射性核種

（133Iなど）全体からの寄与は、131Iの寄与に対して約 20%であると推定している。 

61. Yasui [Y4] の報告した再評価では、東電の評価した線量と協力企業の評価した線

量の間に有意な差が認められた作業者および評価の妥当性に疑義がある作業者のみが

対象となっている。厚労省 [M3] は、9 名の作業者の預託実効線量が厚労省の定義した

基準方法以外の方法で評価されたことを 2014 年 1 月に東電が確認した後に、第１回目の

再評価で再度評価された作業者以外の全作業者について、データの再検討を行なったと

報告している。また、1,536 名の作業者の預託実効線量は基準的方法以外の方法で評価

された可能性があると結論付けている。そのため、厚労省は、東電および主要な協力企業

に、預託実効線量のさらなる再評価の実施を指示した。

62. 厚労省 [M3] は、この 2 回目の再評価の結果、預託実効線量の推定値が 142 名

の作業者で上昇したと報告している。預託実効線量推定値の上昇は、1mSv～90mSv の

範囲であった。この結果、預託実効線量が 100mSv を上回る作業者数と、線量が 50mSv
～100mSv の範囲である作業者数がわずかに（すなわち、1～2 名）増加した。推定値上昇

のほとんどは、預託実効線量が 50mSv 未満の作業者で生じている。 

7 Yasui [Y4] と厚労省 [M3] の双方で、線量再評価の結果を提示するために使用した期間は 2011 年 3 月

11 日から 12 月 31 日までであった。 
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C. 新規刊行物がもたらし得る影響

63. Yasui [Y4] および厚労省 [M3] によって報告された１回目および 2 回目の再評価

において、一部の作業者について推定線量は有意に変化したが、本委員会は、これらが

2013 年福島報告書[U6]の主要な知見に実質的な影響を与えるとは考えていない。ただし、

このことは、厚労省が要請した線量再評価で採用されたデータと方法をさらに完全に分析

することにより確認する必要があるだろうと考える。

64. 本委員会は、眼の水晶体の被ばくについて、または 2013 年福島報告書で特定され

た様々な分野での線量推定値（体外計測では検出されない放射性核種の被ばく、線量計

共有の信頼性など）の質の改善について、情報に基づく信頼に足る判断を可能にするよう

な新たな情報を見つけることはできなかった。

VII. 作業者と公衆における健康影響に関する更新情報

A. 2013 年福島報告書の要約 

65. 本委員会は、公衆および作業者の被ばく線量が有意に低いため、福島第一原発

事故による健康リスクは、チェルノブイリ事故の場合よりもはるかに低いと予想されると認識

していた。放射線被ばくによる確定的影響は公衆では観察されておらず、今後も出現しな

いと予測されている。妊娠中の被ばくによる自然流産、その他の要因による流産、周産期

死亡、出生時異常または認知機能障害の増加は予測されていない。また、「事故によって

被ばくした人の子孫の間で遺伝性疾患の識別可能な増加」（[U6] 段落 224）が生じるとも

予測されていない。放射能関連の白血病または乳がん（最も放射線誘発が高いがん 2 種）

や他のタイプの固形がん（おそらくは甲状腺がん以外）の発生率が、識別可能なレベルで

放射線に関連して上昇を見ることはないと予測されている。福島第一原発事故による甲状

腺線量推定値はチェルノブイリ周辺で維持された推定値よりも有意に低いため、チェルノ

ブイリ事故後に発生したような放射線被ばくによる甲状腺がんの過剰な発生は考慮に入れ

る必要がないとみなされている。ただし、感度の高い超音波を使用した事故当時 18 歳未

満の子供に対する甲状腺集団検診により、多数の甲状腺嚢胞と固形小結節および「このよ

うな集中的集団検診がなければ通常は検出されない」多数の甲状腺がんなどが検出される

と予想されている（[U6] 段落 225）。しかしながら、事故による有意な放射性核種の沈着が

生じていない青森県、山梨県、長崎県の各県で、同様のまたはわずかに高い有病率で嚢

胞と小結節が確認された。福島県の県民健康調査（FHMS）8 で既に観察されていた相当

量の症例は、放射線の影響ではなく、集団検診の感度による可能性が高いとみなされてい

る。

66. 福島第一原発緊急時対応作業者の間で確定的な影響が起きる可能性は低いと考

えられているが、本委員会は、甲状腺機能低下症の可能性を排除することはできず、また、

8 福島県の県民健康調査は、福島県立医科大学が日本政府の資金を得て行っている大規模な健康アンケ

ート・集団検診プログラムである。集団検診には 2 つの主要な要素がある。0～18 歳で被ばくした小児の甲

状腺疾患の集団検診と、福島第一原発事故当時、妊娠していたか授乳していた女性とその子孫の集団検

診である。
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ベータ線照射による眼の水晶体の被ばく線量に関する情報が不十分なため、白内障のリ

スクを評価することもできないでいた。被ばく線量が 100mSv を上回る（主に外部被ばくに

よる）作業者全員の生涯で、2 症例～3 症例のがんの過剰発生が推測される可能性はある

が、委員会は、このような被ばくによるがん発生率の増加が識別可能なレベルになる可能

性は低いと考えている。 委員会は、作業者の間で推測される甲状腺がんのリスク規模では、

放射線被ばくによる発生率の上昇を識別できる可能性は低いと判定している。

67. 委員会は、一般公衆および作業者で観察された最も重要な健康影響は、精神衛

生および社会福祉[W2] に関係するものだと考えられていることを認識していたが、このよ

うな健康影響の発生と重篤度の推定は本委員会の検討事項の範囲外であった。

B. 新規刊行物のレビューで得られた知見

68. 審査された 10 編の刊行物のうち、2013 年福島報告書の仮定または知見に異議を

唱えるものはなく、むしろ、これら知見の補強または補足に役立つものであった。

69. Nagataki and Takamura [N2] は、FHMS 集団検診プログラムに参加した 287,056
名のうち 51 名（100 万名当たり 177 名）（2014 年 3 月現在）が甲状腺がんと診断されてい

ると報告している。住民が事故による放射線被ばくを受けていない地域で、FHMS プログ

ラムに最も近い甲状腺集団検診の結果調査は、青森、長崎、山梨各県の若者を対象とし

たものであった [H4]。この調査では、FHMS 調査に類似した測定器と検診手法が用いら

れ、甲状腺の小結節と嚢胞の有病率が、名目上、FHMS 調査結果よりも幾分高いことが判

明した。検診を受けた 3 歳～18 歳の 4,365 名の小児のうち 1 名で甲状腺がんが発見され

た（100 万名当たり 230 名相当の有病率）。Iwaku et al. [I7] が関東地方の小児を対象に

行った比較的小規模な調査（検診対象者 1,214 名）では、甲状腺の小結節または嚢胞の

有病率が FHMS 調査の結果よりも名目上高いことが判明しており、福島第一原発事故の

前後の検診で有病率に差はなかった。Nagataki and Takamura[N2] は、被ばくを受けてい

ない若年層を対象とする他の 3 件の集団検診調査における甲状腺がんの結果をまとめて

いる。大学で行った 2 件の集団検診プログラムでは、 千葉大学の日本人学生 9,988 名の

うち 3 名（100 万名当たり 300 名に相当）、岡山大学では 2,307 名のうち 3 名（100 万名当

たり 1,300 名に相当）が甲状腺がんと診断されるという結果であった。慶応高校では 2,868
名の女子生徒のうち 1 名（100 万名当たり 350 名に相当）が甲状腺がんと診断された。甲

状腺小結節・がんデータの補足として、Watanobe et al. [W1] は、福島県の小児において、

過剰な甲状腺機能低下症、免疫性甲状腺炎、または他の甲状腺機能不全の徴候はない

と報告している。

70. 被ばくしていない地域または期間の集団検診調査を全て合わせると、甲状腺がん

の有病率は、FHMS での 100 万名当たり 177 名に比べて、100 万名当たり 380 名であるこ

とが示される。FHMS で検診を受けた対象者の年齢分布は、ほとんどの比較調査のものよ

りも低く、Hayashida et al.の調査 [H4] を除き、集団検診方法の比較の可能性の程度も知

られていないため、本委員会は、これらの有病率が完全に比較できるものではないと認識

している。しかしながら、これらの調査は、少なくとも 2014 年 3 月に FHMS の結果が報告

された時点での、福島県の若年層における甲状腺がんの有病率の明白な上昇が、おそら

く集団検診によるものであるとの示唆を支持している。さらに、被ばくと甲状腺がんの発現
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との間には、通常、典型的な遅延または潜伏期間があり、有病率の上昇が集団検診による

ものであることのさらなる証明となる。

71. 被ばく量が比較的低く、人口規模が限定されているため、福島県民において、放

射線被ばくによるがん以外の健康指標で有意な過剰割合が生じるとは予測されていない

が、このような仮定を支持あるいは論駁する実際のデータが必要である。従って、心臓疾

患、生殖に関わる症状、その他の非がん性疾患の健康評価に関する情報を提供している

他の 3 編の刊行物は、ここでの言及に値する。 

72. 妊娠および出産の結果に関する初めての情報の一部が、Fujimori et al. [F1]によ

って報告されている。日本全体に比べて、福島第一原発事故当時に妊娠していた福島県

の女性 8,600 名を対象にした調査における望ましくない妊娠結果の発生率は、死産、早

産および低出生体重でわずかに低く、出生時異常でわずかに高くなっている。同著者ら

は、福島県おいて、出生に関して有害結果が過剰にあるとの明確な証拠はないと結論し

ている。

73. Yamaki et al. [Y1] は、地震、津波、原発事故の三重災害以前の 2 年間および以

後の 2 年間における急性心筋梗塞（AMI）の入院件数について、福島県の病院登録から

情報を取得している。著者らは、福島県の 6 地区の内 1 地区で、災害後の頻度が過剰に

なっている可能性があると報告しているが、全体的に、災害後の AMI 入院頻度に大きな

増加はなかった。このような過剰な頻度は、地震と津波後の状況に関連した困難が原因に

なっているとしている。放射線が AMI の病因である可能性は、被ばく直後 2 年以内では

非常に低い。

74. Yamashita [Y3] は、三重災害後の肥満、グルコース代謝機能不全、高脂血症、

肝機能不全の有病率が災害前に比較して高いと報告しているが、この上昇は避難後の

ライフスタイルの変化、食事、運動に起因するとしている。

C. 新規刊行物がもたらし得る影響

75. 本委員会は、2013 年福島報告書の当該分野での知見は今も有効であり、現在ま

でに発表された新規情報の影響をほとんど受けていないとの結論に達した。むしろ、新た

な情報により、甲状腺調査における小結節、嚢胞、および、がんの高い検出率は、集中的

な集団検診および使用機器の感度の高さによる結果であり、事故による放射線被ばくの

増加の結果ではないとする報告書の記述についての重要性を高めている。

76. 本委員会は、事故による健康影響に関する継続的な研究と調査、特に福島県が実

施している健康調査に注目し、今後もその最新情報を入手する予定である。また、本委員

会は、さらなるデータまたは情報があれば[U6] で特定した研究ニーズへの対応に寄与す

る可能性が最も高いと思われる分野を、具体的に以下に特定した。

(a) 理想的には、FHMS で得られた甲状腺小結節や甲状腺がんの有病率との比較の

ために、被ばくしていない日本人若年層のさらなる甲状腺集団検診のデータが（こうし

た調査が倫理的に適切とみなされるならば）有用であるだろう。
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(b) さらなる集団検診データがない場合は、検診を受けた個人、甲状腺小結節・甲状

腺がん（年齢別、性別）の FHMS 数値に関する刊行物。（このようなデータがあれば、

被ばくしていない対象者の既存のデータや、チェルノブイリ事故後の観察結果との、よ

り正確な比較を行うことができるため。）

(c) 可能ならば、FHMS 集団検診の調査に関するさらなるデータ等、例えば、線量グル

ープの比較を可能にするであろう線量推定値、他の健康影響（事故後に受胎した小児

の間での小児白血病、他の固形がん、出生時異常など）の発生率等のデータの利用。

これにより、適時、健康状態の頻度が、放射線の線量によって異なるかどうかの傾向を

示唆できる。

(d) 福島第一原発の緊急時対応作業従事者（特に被ばく線量が高い作業者）の健康

に関するデータの利用。

VIII. ヒト以外の生物相における線量と影響に関する更新情報

A. 2013 年福島報告書の要約 

77. 本委員会は、適切なモデルを適用して、事故によるヒト以外の生物相が受けた放

射線の線量を推定している。その後、本委員会による線量・影響間の関係の全般的な評

価を総合して、当該線量に対応した放射線被ばくによる影響の推定値が推測されている。

事故後の海域および陸域におけるヒト以外の生物相の被ばくは、地域的なばらつきにより、

いくつか例外の可能性があると考えられているが、全体として急性影響を観察するには至

らない低いレベルであった。本委員会は、一般的に海洋環境におけるヒト以外の生物相の

個体群レベルの影響は、高濃度の放射性物質を含む水が海洋に流出したり放出されたり

した場所の近傍域に限られるだろうと結論付けている。本委員会は、特定の陸域生物種に

おける個々の生物への影響リスクを、特に哺乳類においては排除することはできていない

が、個体群レベルで観察可能な影響が出る可能性は低いと考察している。また、本委員

会は、いかなる放射線の影響も、放射性物質の沈着密度が最も大きい限られた地域に留

まり、このような地域以外では、生物相への潜在的な影響は無視できる程度であると結論

している。

78. 本委員会は、福島第一原発事故によって汚染された地域において様々な陸域の

生物相に影響が観察されたとする調査報告書に言及しており [H6, M4, M5]、これらの調

査で野生生物の個体群に関して報告された有意な影響は、本委員会による理論的評価

の主な知見と一致しないと認識している。本委員会は、線量測定法に関する不確かさと交

絡因子の可能性があるため、前述のフィールド調査により確固たる結論を実証することは

難しいという認識のもとに、これら観察結果について疑義を表明している。

B. 新規刊行物のレビューで得られた知見

79. 審査を行った刊行物 20 編のうち、本委員会は、2013 年福島報告書の主な知見と

一致していない 8 編を特定した。他 9 編では、報告書の主要な推定内容の全体または一

部について確認がなされている。
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80. 数編の新規刊行物により、ヒト以外の生物相における放射性核種の濃度（[H2, K2,
T3, T8] など）および移行に影響するプロセス（[K5, K6, O1] など）に関する情報が提供さ

れた。新たに発表されたデータの統合が、当初適用した移行モデルの精緻化に役立つ可

能性はあるが、これらの調査結果から 2013 年福島報告書の知見への重大な影響はない

と思われる。最近の調査 [F2, K9] においてヒト以外の生物相に関して評価された被ばくは、

全体的に 2013 年福島報告書での推定値とよく一致しており、本委員会の線量評価手法

の信頼性およびそれに関連した被ばく計算の妥当性を裏付けている。例外の可能性とし

て、海洋環境において底生魚類における放射性セシウム濃度の高い状態が続いているこ

とが認識されている[S4]。 

81. 陸域の生物相で観察された影響について報告したフィールド調査 [H6, M4, M5] に
関する本委員会からの疑義は、調査の間に他の科学者から出されたこれら調査に対するコ

メントにも反映されている（[B2, B3] など）。このように疑義に拘わらず、前述の刊行物や同

グループが最近発表した関連刊行物は、今も、継続して、個体群レベルの環境影響につ

いての唯一のデータ分析である（2014 年末時点）。 

82. Mousseau and Møller [M2, M6, M7, M8, M9] による複数の刊行物は、特に、適用

した統計モデルについてさらなる詳細を示し、津波自体の影響など、特定の交絡因子の

影響を取り除くことにより、当初の調査 [M4, M5] に追加情報を提供している。同著者らは、

当初の線量測定値は、動き回る動物が実際に受けた線量の正確な測定値ではなかった

可能性があると認めている [M7]が、放射線レベルの上昇に伴い蝶、セミおよび鳥類の数

が減少したという当初の結論に変更はない。一方で、最近の調査 [I5] では、2 種の鳥類に

おいて、福島第一原発事故の影響を受けた地域の放射線レベルとは相関関係のない分

布が明らかになっている。Ishida [I5] は、これら結果が福島第一原発区域の鳥類について

の Møller et al.  [M4] の結論と合致せず、Møller et al.による鳥の生息数調査の設定が、

他の環境因子を放射線被ばくの影響と区別するには不適切であると指摘している。

83. 2013 年福島報告書で言及したヤマトシジミ（蝶）（Pseudozizeeria maha）に対する放

射性核種放出の影響に関する早期の論文[H6]を包括的に擁護する複数の論文が発表さ

れている [H7, N4, T1]。著者らは、適用した方法の詳細な説明と、より詳細なデータ解析を

示している。さらに、ある調査 [N4] では、前述の蝶の幼虫に対する葉の経口摂取による影

響を調査することで、知見全般を向上させている。この一連の刊行物の著者らは、福島第

一原発事故からの放出による被ばくが調査対象の蝶類の大量の死と異常を引き起こして

しまい、突然変異がその子孫に引き継がれてしまい、この個体群が福島第一原発近傍域

では大幅に減少してしまうと主張している。彼らはさらに、津波自体の影響といった交絡因

子の可能性を退けている。線量をベクレルの単位で表示する、また、これらの一部の論文

（Nohara et al. [N4]）で調査対象となっているエンドポイントに対して不適切な線量反応モ

デル参照するという技術的な過誤が認められるが、一方で、フィールドレベルの条件下に

おける放射線量の指標と相関関係にある特定の影響の増加を示す観察結果は、さらなる

調査を行うに値する。これらの報告を簡単に却下することはできず、かといって、データセ

ットの完全性を認め、環境システムへの放射線の影響に関する既存の見解を用いて結果

に対する説得力ある説明を行うこともできない。

84. 本委員会は、ヒト以外の生物相における放射線被ばくとその影響について、1996 年

版および 2008 年版報告書の科学的附属書 [U3, U5]の中で全般的に評価している。これら

附属書および 2013 年福島報告書で規定され用いられたベンチマークは、主に何十年にも
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わたる実験内容を精査し、過去の事故の実地観察結果の解析を（限定的な範囲であるが）

含み、放射線生物学的な文献から得られた情報を大きく統合したものに基づいていた。し

たがって、それらは、生物学的な影響を及ぼす可能性がある線量について、到達し得る最

も広範な見識となっている。しかしながら、この情報の大部分が、隔離された状態の管理さ

れた実験室環境下での少数グループの被ばくに関するものであった。外挿法を使用して電

離放射線に被ばくした生態系への影響を推測する場合には、当該情報の適用の可能性に

は、明らかに何らかの制限が出てくるだろう。個別の生物へのストレッサーの影響が混乱の

引き金になる可能性があり、その混乱は生態系内のより高いレベルの生物学的組織を介し

て広がる [B5]ことを考慮すると、ストレッサーに誘導された障害を、個別の生物へのストレッ

サーの影響に関する知識から完全に把握することは不可能である。この見解は、最近の影

響に関するデータのメタ解析によって支持されているように見受けられ、自然環境内の生

物は、実験室環境下で検査された生物よりも放射線に対して感受性が高いことを示唆して

いる [G1]。 

C. 新規刊行物がもたらし得る影響

85. 本委員会は、2013 年福島報告書の当該分野における知見は、概ね利用可能な根

拠により、現在も支持されていると結論付けた。しかしながら、本委員会は、フィールド調査

よりも主に実験室内での調査研究に依存しているため、そのアプローチ（使用したベンチ

マークなど）に限界がある可能性も認識している。フィールド調査、すなわち汚染された生

態系で広がっている条件下で、相互に影響しあう野生生物の個体群に対する電離放射線

被ばくの影響を解析するために設計された実地調査が必要である。このような調査研究は、

放射線生態学者や放射線専門家だけでなく、生態学者、集団生物学者、遺伝学者も関

与する学際的なものであるべきだろう。

IX. 結論

86. 年刊ダイジェストの初版となる本書のために審査された新たな情報源 79 編のうち、

半数以上が 2013 年福島報告書の主要な仮定の 1 つまたは複数を確証するものであった。

実質的に 2013 年福島報告書の主要な知見に影響を及ぼしたり、その主要な仮定に異議

を唱えたりするものはなかったが、12 編については、さらなる解析またはさらに質の高い調

査で確認することにより、その可能性があると特定された。2013 年福島報告書の仮定や知

見のいずれかに異議を唱える可能性があると判定された刊行物を表 2 に要約する。各ケ

ースについて、情報に基づく判断により有意と判断される可能性がある場合は、それまで

に必要とされ得るさらなる作業や解析、そうでない場合は特定された異議の可能性につい

て示している。

87. 表 2 で取り上げている刊行物のうち 8 編は、一連のフィールド調査に関するもので、

無脊椎動物および鳥類について、本委員会の評価から推論し得るものとは異なる個体群

レベルの影響を報告している。このような調査の結果は結論的なものではなく、2013 年福

島報告書の当該分野における知見は、利用可能な証拠によって広く支持されている。これ

らの明らかな差異を解決するには、さらなる調査が必要となるだろう。

88. 食品中の放射性核種のレベルに関する刊行物 1 編（他で報告されている全身測

定値によって補足されている）は、（当時の限られた利用可能な全身測定値に基づいて）
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2013 年福島報告書ですでに述べられている、経口摂取による公衆の線量は同報告書で

は有意に過大評価されているという記述を裏付けている。この過大評価という点について

は、さらなる調査によって確認する必要があると思われる。総被ばく線量の推定値は、沈着

した放射性核種からの放射線による外部被ばくが大半を占めているため、2013 年福島報

告書における経口摂取による線量の過大評価は、一般的に総被ばく線量の推定値にほと

んど影響を及ぼさない。

89. 12 編の新たな情報源のうち 2 編は、作業者に対して厚労省が要請した 2 件の線

量再評価に関するものである。その結果、一部の作業者の推定線量が有意に変化（全体

的に上昇）した。こうした変化が、実質的に 2013 年福島報告書の主要な知見に影響を与

える可能性は低いと判断されるが、これは使用されたデータと方法をより詳しくレビューす

ることにより確認する必要があると思われる。

90. 最後の新規刊行物は、原子力機構の研究者グループによる大気への放出に関す

るソースタームの、一連の推定値の最新情報である。本委員会によるさらなる評価や更新

作業では、2013 年福島報告書で用いられた推定値よりも、この最新の推定値を適用する

方が望ましいと考える。しかしながら、この推定値を適用することによって、2013 年福島報

告書で推定された線量が有意に変化するとは予測されないであろう。ただし、避難者の線

量推定値については、例外となる可能性がある。避難者各人の居場所における被ばくの

レベルは、避難前と避難後の期間に亘るソースタームの細かな差異に応じて変化する可

能性があるので、避難者の線量推定値への影響は異なると考えられる。この影響について

は、さらなる詳細な解析が必要だろう。

91. 本委員会は、日本の当局が、一貫性のある気象データと大気輸送・拡散・沈着モ

デルによる計算、避難したコミュニティの住民の移動と行動について詳細な分析と共に、こ

の新しいソースタームを利用して、避難者の被ばく線量の詳細な評価を実施することを奨

励する。

92. 表 3 は、2013 年福島報告書で特定された研究ニーズへの対応に重要な貢献をす

ると判断された刊行物をまとめたものである。報告書で特定された研究ニーズの多くにつ

いては、まだ対応がなされていない（少なくとも査読のある刊行物では報告されていない）。

本版および将来のダイジェストを通じて、本委員会は、特定された研究ニーズへの対応に

おける進捗状況を継続的にレビューする予定である。その進展に基づき、2013 年福島報

告書をいつ更新するのが最適かについて本委員会の決定がなされるだろう。
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表2. 2013年福島報告書[U6]の仮定や知見に異議を唱えている（またはその可能性がある）と特定された刊行物

参考文献 [U6]の仮定・知見に対する異議 a [U6]の仮定・知見に対する 
異議の可能性 b 

異議の可能性の評価に必要な 
さらなる作業 

コメント 

大気中への放出、拡散および沈着

[K4] なし 特に避難者の線量推定値に影響を及

ぼす可能性がある詳細な異なる時間

的パターンを用いた、[U6] で使用され

ているソースタームのさらなる精緻化

避難者の線量推定のために、放出

の時間的な拡散の影響評価が必

要

Terada et al. [T4]のソースターム

推定に基づくが、改善された

ATDM およびさらなる包括的な追

加データセットを使用。一部は以前

に発表または使用されたことがない

もの。方法論は適切と思われる。

水域への放出、拡散、沈着（刊行物の特定なし）

公衆の線量

[S2] なし 食品測定データは [U6] で報告された

ものと一致、食品測定値に関するデー

タベースを使って推定された経口摂取

による線量は相当の過大評価の可能

性ありとする見解を支持

さらなる調査によって確認する必要

あり

方法論に欠陥がある可能性を排除

することはできない。

作業者の線量

[M3, Y4] なし 621 名の作業者の線量推定値を改訂 2013 年福島報告書の知見が実質

的な影響を受ける可能性はない

が、さらに詳細な評価が必要

特に 2013 年福島報告書で説明さ

れている個人モニタリングの欠点を

理由とし、この再分析の必要性が

生じた。

健康影響（特定された刊行物なし）

ヒト以外の生物相における線量と影響

[H7, N4, T1] なし 無脊椎動物における個体群レベルの

継世代的観察が報告されており、

2013 年福島報告書との不一致あり 

学際的なフィールド調査による確認

が必要

線量計測の不足や不良、不適切な

モデルが参照されていることから、

Taira et al [T1]および Nohara et 
al [N4] の調査の質に対して懸念が

ある。

[M2, M6, M7, M8, M9] なし 無脊椎動物と鳥類における個体群レ

ベルの観察が報告されており、2013
年福島報告書との不一致あり

学際的なフィールド調査による確認

が必要

線量計測が不十分であり、交絡因

子に関する説明が不明瞭なため、

調査の質に対して懸念がある。

a 2013 年福島報告書に記載されている仮定と知見に対する異議（本委員会が報告書の補遺発行を考慮するに十分なもの）。 
b 2013 年福島報告書に記載されている仮定と知見に対する潜在的な異議（確認されれば本委員会が報告書の補遺発行を考慮するに十分なもの）。 
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表3. 特定されたいずれかの研究ニーズに重要な寄与をするとみなされる刊行物 

研究ニーズ 研究ニーズに大きく 
寄与する刊行物 

研究ニーズに中程度に
寄与する刊行物 

大気中への放出、拡散および沈着

時間の関数として大気への放出の推定量と特性評価を向上させ

る

[A3, K4, T12, W3, Z1] [S3, T5] 

水域への放出、拡散および沈着

時間の経過に伴う放射性の水の漏洩および水域環境への放出

の特性を把握および改善する

[Y2] [B7, K3, T11] 

長期的な輸送ならびに放出の混合、その結果として生じる水生

経路を介した被ばくを予測して定量化する

[A2, B4, K7, O2] [K1, K10, O3, R1, R2, 
T6] 

公衆の線量

種々の環境中で沈着した物質による外部被ばくの線量率を測定

し、時間の経過に伴う変化を予測追跡し、環境浄化プログラムの

影響を定量化する

[H1, T2, T7] 

人体内放射性核種の体外計測を実施し、線量とその分布の推定

の向上を支援し、現在および将来の被ばくレベルを推定する

[N1] 

作業者の線量

一部の作業者について東電とその協力企業の実施した内部線

量評価に差がある理由を解明する

[Y4] 

健康への影響

福島県における甲状腺がんの見かけの発生率に対する超音波

検査の影響を解析し定量化する（この点において、事故の影響を

受けていない地域での甲状腺がん発生率の調査が有用である）

[H4] [I7, N2, W1] 

ヒト以外の生物相における線量と影響

ヒト以外の生物相の特定種で典型的な環境被ばくを測定評価

し、フィールド調査で報告されているが本委員会の評価とは一致

を見ていない、放射線被ばくが環境影響の原因となる重要な要

素であるか否かをさらに分析する

[H7, S4, T1] [H2, K5, K6, O1] 
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附録A. 2013年福島報告書に対する批判における共通の課題に関する見解 

I. 緒言 

A1. 2013 年福島報告書 [U6] に対する反応は概して肯定的なものだった。 しかしながら、

いくつかの批判も公表されている。本附録は、これらの批判における共通のテーマに対する

本委員会の見解を記載したものであり、その目的は、[U6] の範囲、目的、知見について、より

よい理解を促すことにある。

A2. 批判の一部は、本委員会が後に発表した詳細な報告書 [U6] ではなく、本委員会が

国連総会 9 に提出した報告書に関する知見と、関連のプレスリリースに基づいており、本委

員会の権限についての誤解もあった。ほとんどの場合、2013 年福島報告書自体がそれらの

批判への回答を提供しているが、以下の解説では、同報告書内で各批判に関して詳細な情

報が記されている段落の番号に適宜言及する。

A3. 本委員会は、自らが行った評価の多くの点に関して不確かさがあることを認識してい

る。 2013 年福島報告書には主要な不確かさの検討結果が含まれていると同時に、その中で

は本委員会の評価を拡張し、裏付け、その信頼性を向上させるための科学的調査における

主要な優先事項がいくつか特定されている（[U6] の段落 230 参照）。 

II. 事故による放射性核種放出の推定値

A. 大気への放出推定値選択の妥当性

A4. 2013 年福島報告書は、より中立とみなせる他の入手可能な推定値（特に放出推定値
がより大きいもの）ではなく、日本原子力研究開発機構が策定した時間の経過に伴う大気へ
の放射性核種の放出推定値を選んだことで批判されている [B1, I2, I4]。 

A5. 本委員会は、2013 年福島報告書における公衆の線量推定値の根拠を、主として日

本の地表に沈着した放射性核種と食品中の放射性核種の測定値に置いた。本委員会は、

放射性核種の大気への放出の規模、時間プロフィールおよび性質（「ソースターム」）に関す

る推定値を選び、大気輸送・拡散・沈着モデル（ATDM）を用いて、放出された放射性核種の

環境内における拡散の計算値と併せて、以下の目的のためにのみ使用した。

− 事故の早期段階で避難者が曝露した大気中および地表の放射性核種のレベルを直

接推定するため

− 放射性核種の大気中レベルと地表レベルとの比率を推定し、地表における放射性核

種濃度を基に大気中の放射性核種濃度を推測するため

9 第 68 回国連総会公式記録、附属書 No. 46 および正誤表（A/68/46 および修正 1）。 
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A6. 本委員会は、2013 年 3 月末までに公表されたソースタームの推定値を検討し、ソース

ターム推定値をどのように使用するのかを考慮に入れて選択した（[U6] の段落 45 および

B11～B16 参照）。本委員会は、日本の陸域環境における放射性物質の測定値を基に「リバ

ース法」のモデル計算で得られ、それらの測定値と一致するよう最適化されたソースタームを

選んだ。

A7. 本委員会は、ヨウ素 131 およびセシウム 137 のそれぞれの総放出量が、どちらも公表

された値の範囲下限にあるソースタームを採用したと明記している（[U6] の段落 45 および

B15～B16 参照）。仮により大きなソースタームが ATDM で使用された場合、その結果得られ

た陸域環境での放射性物質のレベルは過剰に推定されていたはずであり、これは、現実的

な推定を行うという本委員会の意図に反するものであった。

A8. 本委員会は、ソースタームの選択においてだけでなく、その後の ATDM 計算に関わ

る不確かさも認識している。2013 年福島報告書には、ソースタームと ATDM の選択の堅牢

性と影響の分析が含まれていた（[U6] の段落 B52～B59 および C118～C119 参照）。 

A9. より最近の複数のソースターム推定値は、2013 年福島報告書で本委員会が提示した

放出範囲の下限を支持する傾向がある（本白書の第 III章参照）。 

B. 大気への放出に関して放射線影響上重要な放射性核種の選択の有効性

A10. 2013 年福島報告書は、大気への放出のソースタームに他の潜在的に重要な放射性
核種（ストロンチウムやプルトニウムの同位体など）が含まれていないとして批判されている 
[B1, I3]。 

A11. 本委員会は、放射線影響上重要な放射性核種を選ぶにあたり、事故の時系列的な

記録、放出につながった 3 つの原子炉の状態、環境中の放射性核種の測定レベル、広範な

仮定的事故状況に関する論理的・実験的調査から得た幅広い知識と経験をその根拠に置い

た（[U6] の段落 46 および B17～B18 参照）。福島第一原発事故における超短半減期放射

性核種の重要性は、原子炉の閉鎖と放出発生とのずれによって大幅に減少した。ストロンチ

ウムやバリウム、プルトニウムなどの元素の同位体の放出量（に応じた重要性）は、それらの揮

発性が非常に低いため、評価対象となった元素の同位体に比べて、はるかに小さいものであ

った。このことは環境中の測定データによって確認されている。

A12. 本委員会の定量的な解析には、線量推定値に実質的に寄与した可能性がある放射

性核種すべてが明確に含まれており、[U6] において提示されている。これは最近得られた根

拠によってさらに裏付けられている（本白書の第 III章参照）。 
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III. 情報源とその中立性

A13. 2013 年福島報告書は、中立とはみなされない、特に事故の影響を最小に評価するこ
とに関心があると見られている向きもある組織（福島第一原発の事業者である東京電力（東電）
や国際原子力機関（IAEA）など）のデータを使用したことで批判されている [I2, I3, J1]。 

A14. 本委員会は、2013 年福島報告書で目的に沿って各データセットの科学的な質と関連

性を確保するために用いたデータの情報源と使用プロセスについて説明している（[U6] の段

落 4 および附録 A 参照）。情報源には広範な各国の政府機関および国際機関に加えて非

政府組織が含まれている。そのプロセスには、異なる情報源からのデータセット間の比較とク

ロスチェックのほか、データの収集方法および遵守された品質保証手順の検討が含まれてい

た。用いられた情報は、品質が水準を満たし、かつ本委員会の評価目的に適うとみなされた

ものだけである。

A15. データの妥当性について疑いを抱く理由があった幾つかの特定の事例については、

本委員会は報告書のなかでそのことを明確に指摘している（以下の「作業者の線量の信頼性」

など参照）。

IV. 平均線量と個人間のばらつき

A16. 2013 年福島報告書は、日本の人々の広範なグループの平均線量を提示し、平均線
量のばらつきや多くの人が被ばくした可能性のあるより高い線量を明らかにしていないとして
批判されている [B1, I2, I3, J1, P1]。 

A17. 2013 年福島報告書では、本委員会の狙いが現実的な線量を推定することにあること

を明示しており、このため、日本人の異なる小集団を代表し得る特定の個人グループの線量

を推定することを重視した。それによって、当該報告書では、基本的に各集団における異なる

年齢層の平均線量を異なる空間的区画で提示している。

A18. 当該報告書では、所在場所と生活習慣による個人間の平均線量のばらつきについて

も検討している。そして、特に放射性核種の沈着密度の測定値と大気中の放射性核種濃度

の測定値の双方における空間的ばらつきの幅は、吸入による甲状腺の実効線量と吸収線量

の推定値が、ともに行政区画平均線量の 30～50%から最大で 2～3 倍までの拡がりを持つ可

能性があると述べている（[U6] の段落 98 参照）。 

A19. 本委員会は、異なる食品における放射性核種の測定レベルで有意なばらつきがあると

も述べており、一部の個人、特に計画的避難区域の住民が避難前に地元で栽培された食糧

やきのこや山菜、あるいは地元で捕獲または狩猟した魚や獲物など放射性核種濃度の高い

食物を摂取した可能性を排除することはできなかった。このような食習慣の影響により、当該個

人の経口摂取による実効線量の推定値が最大でおそらく 10 倍上昇する可能性があった。た

だし、公衆の広範な生体全身測定データにおいて、このような高い線量を示す証拠は見られ

ない。また、事故が起きた季節を考えると、地元栽培の作物は限られており、日本人の多くは

福島県で生産された可能性のある生鮮農産物などを避けることで食品経由の放射性核種の
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摂取量を低減する措置を講じた。こうした人々については、経口摂取による線量は、本委員会

が推定した線量に比べて相当に低かったと考えられる（[U6] の段落 100～101 参照）。 

V. 胎児の線量と影響 

A20. 2013 年福島報告書は、胎児の線量とその影響を明確に評価していないとして批判さ
れている [I2, I3]。 

A21. 本委員会は、胎児の線量を明示的に推定してはいないが、その規模についての目安

を示している。 胎児の線量については、線量が明示的に評価されている他の年齢層（成人、

小児、乳幼児：1 歳の乳幼児が 5 歳未満の乳幼児全体を代表するものとして採用されている）

の線量と類似しているため、これで十分だと考えられた。本委員会は、外部被ばくによる胎児

の線量は成人と同程度であり、内部被ばくによる線量は 3 つの主要な年齢層で推定されてい

る線量よりも低いか、その範囲内であると判断している（[U6] の段落 80、C32、C80、C97 参

照）。

A22. 推定された線量がもたらす健康影響を考察するにあたり、本委員会は、特定の集団

群（特に胎児期に被ばくした後あるいは幼児・小児期に被ばくした後）における相対的なリス

クが全集団の平均よりも高いことを認識し、妊娠中に胎児として被ばくした集団のリスクを検討

した（[U6] の段落 221～224、E37 参照）。 

VI. 作業者の線量の信頼性

A23. 2013 年福島報告書は、作業者の線量を評価する際、福島第一原発を運営する東京電
力（東電）の提供したデータを使用したとして批判されている。同社は事故の影響を最小に評
価することに関心を寄せているとみられているため、このようなデータには依存すべきでないと
するものである。さらに、2013 年福島報告書は、線量計の紛失、線量計の不正操作、欠陥のあ
る放射線測定計器、半減期が比較的短い放射性核種の摂取の可能性に関する情報の欠如を
含む、東電によるモニタリングへの取組みの不十分さに対する数多くの報告に十分対処してい
ないとされている [I2, I3]。 

A24. 本委員会は、作業者の線量を評価するにあたり、東電だけでなく日本の当局が提供

したデータに依存せざるを得なかった。他に独立した適切な情報源がなかったのである。 本
委員会の作業目的のひとつは、日本で報告されている個人の線量が、どの程度、実際に受

けた線量の正しく信頼できる測定値となっているのかを判断することであった。このため、本

委員会の評価では、まず、日本において線量評価に使用された方法を調査検討し、次に特

定の作業者グループ（本委員会が無作為に選んだ個人を含む）について独立した線量評価

を行い、その結果を日本で報告された値と比較した。

A25. 2013 年福島報告書では、本委員会の取組みとその結果について、さらに詳しく説明し

ている（[U6] の段落 145～155、附録 D 参照）。その結果、全体として本委員会と日本政府の

線量評価は十分に一致を見たが、一部の分野ではより質の高い情報が必要とされた。また本

委員会は、線量計が共有されたこと、また共有された線量計の使用条件が満たされていたか

どうかに関する情報が欠落していたことから、2011 年 4 月 1 日よりも前に行われた外部線量測

定の信頼性については若干の不安が残る点を明確に指摘している。さらに、半減期が比較的
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短い放射性核種の摂取によって生じる潜在的な線量上昇の詳細な評価に基づく体外計測の

開始の遅れが、線量評価値に影響を与えた可能性を示唆している（[U6] の段落 D38～D40
および D-1 参照）。 

VII. ヒト以外の生物相に関する知見と公表されたフィールド調査結果の不一

致

A26. 2013 年福島報告書は、ヒト以外の生物相において観察された影響に関して福島第一
原発事故とチェルノブイリ事故の双方から得られたフィールド調査の証拠を十分に考慮して
いないと批判されている [I4]。 

A27. 2013 年福島報告書には、2012 年 12 月までに公表された数件のフィールド調査によ

る知見の要約が含まれている（[U6] の段落 197 および F4～F6 参照）。ただし、本委員会は、

線量測定の不確かさと交絡因子の影響の可能性（津波自体による影響など）があるため、放

射線被ばくとの因果関係について確証をもって結論を導き出すことは難しいと認識している。

さらに、既存の主要な科学的データは、記録された線量率において、そうした報告されてい

る影響の出現を支持していない。本委員会は、将来の調査における優先事項として、フィー

ルド調査で報告されている環境影響の原因として放射線被ばくが重要な要素かどうかにつ

いてさらなる分析を行う必要があると判断している。この必要性については、より最近の論文

等で強調されている（本白書の第 VIII 章参照）。 

VIII. 健康リスク

A. 識別可能性

A28. 2013 年福島報告書は、作業者や公衆において、放射線被ばくによって将来識別可能
なレベルで健康への影響が増すとは予測されないとしたことで批判されている。一部の批判者
は、リスクの「識別可能な上昇はない」という考え方は公衆衛生の観点から有効ではなく、放射
線が害をもたらさないレベルのしきい値などないという国際的な科学的コンセンサスに一致しな
いと主張している [B1, I2, I3, P1]。同時に、本委員会に対する批判には、自宅に戻ってもがん
のリスクは上昇しないと本委員会が福島県民に対して断固とした無条件の声明を出し、そのこと
でしきい値なし直線モデルの使用とそれに基づく安全な線量などないという主張がもたらす「破
滅的な結果」に打ち勝つべきだという要求[S1]もある。 

A29. 2013 年福島報告書には、福島第一原発事故による電離放射線への被ばくの即時お

よび長期的な健康への影響に関する見解が含まれている（[U6] の段落 156～167 および附

録 E 参照）。本委員会は、独自の線量推定、電離放射線への被ばくによる疾病リスクの独自

の推定および WHO 報告書の結果に基づき、様々な被ばくグループのメンバーについて被

ばくによるリスクを推定している [W2]。本委員会の見解は、将来の疾病統計情報で観察でき

るか否か不明である被ばく集団内の潜在的な疾病の発生について、定性的および定量的な

推定を考慮している。福島第一原発事故の結果被ばくした人数を考慮に入れた、疾病の発

生率の上昇を検知するための疫学的調査の検出力についての分析が、本白書の電子版補

足資料 1 に掲載されている。 
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A30. 本委員会は、現在利用可能な方法では、将来の疾病統計において被ばくによる発生

率の上昇（すなわち疾病発生頻度の上昇）を証明できない可能性が高いという考えを示すた

めに「識別可能な上昇なし」という表現を使用している。2013 年福島報告書では、この表現が、

リスクがないとする、あるいは被ばくによる疾患の症例が今後付加的に生じる可能性を排除す

るものではないと同時に、特定の集団においてある種のがんの生物学的な指標が見つかる

可能性を否定するものではなく、さらに、かかる症例に伴う苦痛を無視するものでもないと明

記している。

A31. 本委員会は、科学のみを扱う組織であり、この科学をもとに公衆衛生に係る方針を策

定する権限はない。公衆衛生当局が、影響が観られるレベルよりもかなり低い線量において、

ある種の仮定に基づいてリスクを計算している可能性があることを本委員会は認識している。

B. がん以外の疾患と遺伝的影響

A32. 2013 年福島報告書は、がん以外の健康への影響（心血管疾患、内分泌・消化器疾
患、不妊症、子孫の遺伝子突然変異、流産など）のリスクを評価していないとして批判されて
いる [I2, I3]。 

A33. 2013 年福島報告書では、電離放射線への被ばくによる健康への影響とリスクに関す

る知識を簡単に要約しており、この中にはあらゆる既知の影響が含まれている（[U6] の段落

164 および E4～E14 参照）。本委員会は公衆の被ばくが確定的影響のしきい値を大きく下回

っていると結論付けている（[U6] の段落 168 参照）。また、妊娠中の被ばくによって自然流産、

その他の要因による流産、周産期死亡、出生時異常、認知機能障害の発生率が上昇すると

は予測されていないとの結論に達している（[U6] の段落 178 および 224 参照）。 

A34. 甲状腺への線量が最も高い作業者の間で早期の確定的健康影響は観察されていな

いが、本委員会は、被ばくレベルが最も高い作業者において甲状腺機能低下症が生じる可

能性を排除できなかった。本委員会は、被ばくレベルが最も高かった人々の間で放射線被ば

くによる循環器系疾患のリスクは非常に低いと結論付けている。しかしながら、白内障のリスク

について説得力のある評価を行うために必要な、眼の水晶体の被ばくに関する十分な情報

がなかった（[U6] の段落 184 と 186 参照）。 

A35. ヒトにおける遺伝的影響の発生率の上昇については、いかなる被ばくレベルにおいて

も実証されておらず、これを福島第一原発事故後の公衆または作業者において実証できると

は考えられなかった（[U6] の段落 166 参照）。 

C. 放射線と他の汚染物質に対する複合被ばくによる影響

A36. 2013 年福島報告書は、他の産業施設における地震と津波の影響による有害な化学
汚染への曝露が放射線被ばくと発がん影響との関係を大きく混乱させる可能性を考慮してい
ないとして批判されている [I4]。 

A37. 本委員会は、1982 年と 2000 年の報告書で電離放射線と他の物理的、化学的、生物

学的要因による複合的な影響の問題について考察している [U2, U4]。2000 年の報告書 
[U4] には、複合的な影響について信用できる根拠を詳しく検討した結果が含まれている。放
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射線と喫煙以外では、複数の物質に低いレベルで曝露されると、加算性（すなわち各物質の

影響を別個に加算した場合に予測されるもの）とは大きくかけ離れた複合的な影響が生じたり、

単一の物質の影響をより低い線量に直線的に外挿して得られた推定値を上回るような影響が

出たりする根拠はないという結論であった。

D. 甲状腺の異常

A38. 2013 年報告書は、福島県で行われた健康調査において、明らかに高い率で甲状腺
異常が見つかっていることについての議論に不備があるとして批判されている。特に、ウクラ
イナ人のコホートと、事故の影響をそれほど受けていない県で実施された調査の結果の比較
に基づく「保証」が問題視されている [I2, I3]。 

A39. 2013 年福島報告書において、本委員会は、放射線被ばくに起因する甲状腺がんにつ

いて、線量が推定された範囲の上限に近い場合は、十分に大きな集団における個人のリスク

が上昇することにより発生率が識別可能な程度に上昇する可能性があると結論付けている一

方、公衆の甲状腺吸収線量のほとんどが疫学的研究で甲状腺がんの過剰な発生率が観察さ

れていない程度の範囲に収まっているとしている。結論として、本委員会は、線量が大幅に低

いため、チェルノブイリ事故後に観察されたような多数の放射線誘発甲状腺がんの発生を考

慮にいれることはないと述べている（[U6] の段落 175 参照）。 

A40. 本委員会は何の「保証」も提供してはいない。当時、福島県で住民を対象に行われた

甲状腺超音波検査から入手できた情報を検討し、甲状腺結節が調査対象者の約 1%、甲状

腺嚢胞は調査対象者の約 40%で見つかったことを認識するに至った。さらに、本委員会は、

類似した機器を使用して事故の影響をほとんど受けていない県で行われた調査では、観察さ

れた甲状腺結節と嚢胞の有病率がさらに高いことに注目し、集中的な検診と感度の高い機器

の使用が結節と嚢胞の高い検出率の原因であることを示唆している。剖検所見によれば、一

部のタイプの無症候性甲状腺がん（潜伏状態だが調査を実施した場合は検出可能）の有病

率は世界の多くの地域で 35%に達する可能性がある（[U6] の段落 180～181 および E48 参

照）。この解釈は、ごく最近明らかになった証拠でも裏付けられている（本白書の第 VII 章参

照）。

E. 集団線量

A41. 2013 年福島報告書は、事故による日本人の集団線量の推定値を提示してはいるが、
「国際的に認定された」しきい値なしモデルに基づいて予測されるがん症例の推定値を提示
していないとして批判されている [B1, I3, I4, J1, P1]。 

A42. 集団線量推定値の有用性に関する本委員会の見解は、最近の第 67 回国連総会に

本委員会が提出した報告書に要約されている 10。本委員会は、その結論において、「ある集

団における確率的影響の発生率上昇は、疫学的解析により放射線被ばくに帰することができ

る － ただし、これが可能となるのは、その確率的影響の発生率上昇が本来備わる統計学的

な不確かさに打ち勝つに十分大きい場合である。この場合には、被ばくした集団の確率的影

10 第 67 回国連総会公式記録、補足資料 No. 46 (A/67/46) 
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響の発生率上昇が適切に検証され、被ばくに帰することが可能になる。」と特記している。また、

「一般的に、世界における平均的バックグラウンドレベル程度の放射線に慢性的に曝露した場

合、集団における健康影響の発生率が上昇したとしても、それが確実にその曝露に起因する

とは言えない。その理由として、低い線量でのリスク評価には不確かさが伴うこと、現時点では

健康影響に関する放射線固有のバイオマーカーが見当たらないこと、そして疫学的調査の統

計的検出力が不十分であることが挙げられる。このため、本委員会は、自然のバックグラウンド

レベルと同等またはそれより低いレベルの増分線量に被ばくした母集団内で放射線に起因す

る健康影響の発現数を推定する際、非常に低い線量を人数で乗じる[すなわち集団線量を推

定してそれを用いる]ことは勧めない。」としている。ただし、本委員会は、「公衆衛生関係の機

関は資源を適切に割り当てる必要があり、その割り当てにあたっては、 [集団線量の推定や] 
比較目的での健康影響の発現数についての予測が含まれる可能性がある。この方法は合理

的ながら検証できない仮定に基づいているが、それが一貫して適用され、評価の不確かさが

十分に考慮され、予測される健康影響が観念的なものではないと推断されない限り、その目

的に照らして有用となる可能性がある。」と指摘している。

IX. UNSCEAR委員会

A. 構成 

A43. 本委員会は、原子力に対する賛成および反対の意見に対してバランスが取れておら
ず、利益相反や偏見の問題を釈明できていないとして批判されている[B1, C2]。 

A44. 国連システム内における本委員会の権限（1955 年 12 月 3 日の決議案 913 (X) で国

連総会が規定）は、科学的な諸問題に関するものであり、原子力賛成または反対のいずれの

立場にもなく、実際に放射線や放射性物質の使用や生成を含む他の活動（医療、研究、産

業など）に賛成も反対もするものではない。本委員会は、あらゆる線源からの電離放射線（自

然界に存在する放射線を含む）の被ばくのレベルと影響について評価し報告する。

A45. 本委員会の指導原理は、メンバーに対して利害の対立に抵触しないよう求めている。 
2013 年福島報告書に関与した者は全員、潜在的な利害の対立がないことを表明する正式な

文書に署名している。評価作業に関与した担当者の選定は、UNSCEAR の各国代表者の提

案に基づいて行われた。主要な選定基準は、科学面での卓越した能力と、関連のある科学分

野での適格性であった。

B. 日本からの資金 

A46. 日本政府は「原子力エネルギーの安全性において UNSCEARが果たす重要な役割」を
支援するため、自主的な寄付を行っている [U1]。この寄付は、「放射線の影響に関する不要な
懸念を排除する」目的で行われたとされている [I3]。 

A47. 本委員会の事務局は国連が資金を提供し、国連環境計画（UNEP）を通して管理され

ている。2007 年 5 月には、UNSCEAR の資金調達を見直し強化するよう UNEP に求めた国連

総会の決議案に呼応して、UNEP の事務局長は UNEP の業務の他の分野における活動と同

様に、本委員会の活動を支援するための自発的な寄付を受領して管理できるよう一般的な信
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託基金を設置した。この信託基金の設立以降、国連総会は加盟国にこの信託基金に自発的

な寄付を行うよう常に奨励している。複数の国（オーストラリア、カナダ、ドイツ、インドネシア、ス

ウェーデン、スイス）がすでに寄付を行っており、日本とスペインが最近加わった。

A48. 信託基金は、電離放射線の線源と人の健康および環境への影響を科学的に評価す

るという任務を遂行する上で、本委員会を支持するよう意図されたものである。本委員会の報

告書は科学に基づいたものであり、政策に対しては中立性を維持している。本委員会は政策

の策定を行うことはなく、政府や地域、国際機関に対して助言を提供することもない。とはいえ、

多くの政府と関連機関は本委員会の科学的な評価を自らの政策策定に使用しているため、

本委員会が原子力エネルギーの安全性について「重要な役割」を果たしているとみなされて

いる可能性はある。

A49. 2013 年福島報告書の目的を達成するため、国連に費用を負担させることなく、各国

の機関から 80 人以上の専門家とその支援スタッフが金銭以外の貢献を行っており、これは

信託基金への金銭的な貢献を大幅に上回るものであった。

C. 報告書発表の遅延 

A50. 本委員会は、「委員会メンバー間の論争」および「報告書の文言を正しいものにする
必要性」が原因で、本委員会による報告書のレビューとその発表の間で遅延があったとして
批判されている [B1]。 

A51. 評価で得られた主な知見については、本委員会によって承認され、2013 年 10 月に

国連総会に提出された。これは本委員会の予定したスケジュールに沿ったものであった。根

拠となる科学的附属書と附録を含む完全な報告書は 2014 年 4 月に刊行された。データや

仮定、評価の質と堅牢性を保証するために用いられた方法、刊行に関わる問題をさらに広

範かつ詳細にチェックするために 6 ヶ月を要した。報告書が 300 ページ近くにおよび、28 件

の電子版補足資料が含まれ、世界中から参集した 80 人以上の科学専門家が関わり、その

多数が品質を保証するために文案のレビューとチェックに携わったことを考慮すれば、上記

の期間は過剰ではない。
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東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくの
レベルと影響に関するUNSCEAR2013年報告書

刊行後の進展

国連科学委員会による今後の作業計画を指し示す2015年白書

情報にも と づ く意思決定のための 、放射線に関する科学的情報の評価

unscear.org

United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic RadiationUNSCEAR

1955年、国連総会は、電離放射線の人体と環境への影響に対する懸念に応えるため、原子放

射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）を設置した。当時、大気圏内核兵器実験

によって発生した放射性降下物が、大気、水および食物を通じて人々のもとに到達しつつあった。

UNSCEARは、電離放射線のレベルと影響に関する情報の収集及び評価のために設けられた。

最初の一連の報告書が科学的根拠となり、大気圏核実験を禁止する部分的核実験禁止条約

が1963年に調印されている。

以降数十年を経て、UNSCEARは地球規模の原子放射線レベルとその影響に関する世界的権

威となるまで発展を遂げた。UNSCEARは科学的情報を独自にかつ客観的に評価するが、その目

的は、放射線リスクと防護についての政策決定と意思決定に取り組むことではなく、それら決定の

ための情報を提供することである。
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